
 

 

京都市立病院機構の倫理方針 

 

１ 医療の倫理方針 

  この方針は，本法人が提供する医療の倫理方針について定める。 

２ 真実の開示 

  医師は，患者を診察したときに，患者本人に対し，病名や診断内容等について，真実を開示し

なければならない。ただし，明示的に患者が望まない，又はその後の治療の妨げになる等の正当

な理由があるときは，この限りでない。この場合，両親や後見人等の法定代理人や患者の保護，

世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定し

た者等の適切な代理人（以下「代理人」という。） への開示に努める。 

３ 説明と同意 

 ⑴ 医師は，患者の病状，治療方針や計画について，患者が理解できるように説明を行い，患者

の理解に基づく同意を得なければならない。その際，患者の同意は同意書によって得ることと

し，患者から同意書を得難い事由がある場合は，同意を得たことをカルテ等に記録し保存する。 

 ⑵ 患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は，代理人に，可能な限り説明し，同

意を得なければならない。代理人がなく，患者に対する処置が緊急を要する場合は，患者の同

意があるものと見なす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示又は信念に基づいて，そ

の状況における処置に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。 

 ⑶ 不同意書は取らない。 

４ 意思決定能力がない患者 

医師が行おうとする治療に関し，患者に意思決定能力がないと認められる場合，又は意識がな

く自身で意思表示できない場合には，患者本人への説明に加えて代理人に説明し，治療方針や計

画について同意を得る。 

５ 治療拒否 

⑴ 患者が治療拒否の意思を示したときは，治療により生じる利益と不利益を提示し，その上で

治療を拒否できる権利を患者に認め，その旨を診療録等に記録する。 

⑵ 積極的安楽死 

   積極的安楽死は認めない。 

６ 輸血拒否 

  患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療を行う。ただし，緊急かつ輸血の必要性がある場

合は，その必要性を十分に説明し，生命維持に必要な輸血治療を行う。また，この方針について，

患者に対してあらかじめ説明する。 

７ 妊娠中絶 

  母体保護法を遵守し，母性の生命・健康の保護に努める。 

８ 終末期医療，延命治療・心肺蘇生・蘇生不要（ＤＮＡＲ）等患者本人の事前の意思表示 

 ⑴ 終末期医療については，「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成１９年終

末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会）による。 

 ⑵ 延命治療の差し控えや中止（以下「延命治療の中止等」という。）は，患者が治療不可能な病



 

気に冒され，回復の見込みもなく死が避けられない終末期状態にあり，かつ延命治療の中止等

を求める患者本人の意思表示がある場合に，主治医を含む複数の医師，医療関係職種等から構

成されるカンファレンス（以下「多職種カンファレンス」という。）で検討する。 

⑶ 心肺蘇生の有効性等について患者に説明し理解を求め，患者が意思表示できる間に，これら

の希望を確認し，患者本人から蘇生不要（ＤＮＡＲ）等の強い意思表示がある場合には，多職

種カンファレンスで検討する。 

９ 臓器移植，臓器提供，脳死判定 

改正臓器移植法を遵守する。具体的事例が生じたときは，倫理委員会の方針による。 

１０ 身体抑制 

 ⑴ ミトンや４点柵等の身体抑制は原則として行わない。やむを得ず行うときは，多職種カンフ

ァレンスで検討したうえで，次の要件をすべて満たす場合に限り必要最小限の方法で行う。こ

の場合，身体抑制を行うことについて，患者への説明を行い，同意を得るものとする。 

   ア 切迫性  身体抑制をしなければ患者の生命・身体に危険が及ぶこと 

   イ 非代替性 身体抑制をする以外に方法がないこと 

   ウ 一時性  身体抑制が一時的なものであること 

 ⑵ 身体抑制を行っている間は，毎日診察を行い，多職種カンファレンスを開き，身体抑制の解

除の可否を検討し，経過を記録する。 

１１ 医療事故の報告と原因の究明  

 ⑴ 患者の生命・身体の安全を確保し，医療の安全と質を向上させるため，医療事故は速やかに

医療安全管理委員会に報告するとともに，原因の究明に努める。 

⑵ 死亡事故又は重大事故については，外部の有識者が参加する院内事故調査委員会を開き，原

因を究明する。 

 ⑶ 院内での死亡事例については，解剖検査を行うなど，原因の究明に努める。 

 ⑷ 患者又は遺族に対しては，事故の経過や原因等を説明し，誠実に対応する。 

１２ 臨床研究，治験 

臨床研究は臨床研究倫理審査委員会の，医薬品治験は治験審査委員会の審議を経る。さらに，

倫理的課題があると認められるときは，倫理委員会での審議を必要とする。 

１３ 虐待 

児童，高齢者，障害者等への虐待の早期発見に努め，虐待の疑いがあるときは，適切な公的機

関に直ちに通報する。 

１４ 個人情報保護，守秘義務 

本法人の個人情報保護方針及び関係法令等による。 

１５ その他 

  この方針について疑義があるとき及びこの方針に定めのない倫理的課題については，法令等に

基づいて対応するほか，倫理委員会において審議し，法人としての方針を定めるものとする。 

 

附 則 

 この方針は，平成２６年４月１日から施行する。 


